
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第

一　

改
正
の
趣
旨

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律

（以
下

「被
爆
者
援
護
法
」
と
い
う
。
）
に
在
外
被
爆
者
に
対
す
る
援

護
等
の
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
章

（第
三
章
の
二
）
を
設
け
る
も
の
と
し
、
当
該
章
に
お
い
て
、
被
爆
者
援
護
法
の
規
定
は

在
外
被
爆
者
等
に
適
用
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
国
外
か
ら
被
爆
者
援
護
法
に
基
づ
く
被
爆
者
健
康
手
帳
の
申
請
、
医

療
費
及
び

一
般
疾
病
医
療
費
の
申
請
、
各
種
手
当
の
申
請
等
を
行
う
こ
と
並
び
に
在
外
被
爆
者
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の
申

請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
必
要
な
規
定
の
読
替
え
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
あ
わ
せ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
よ

る
在
外
被
爆
者
に
対
す
る
健
康
診
断
の
実
施
、
国
に
よ
る
在
外
被
爆
者
の
保
健
、
医
療
及
び
福
祉
に
関
す
る
事
業
の
実
施
等

に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二
　
改
正
の
内
容

一　

在
外
被
爆
者
等
に
対
す
る
被
爆
者
援
護
法
の
適
用

１
　
被
爆
者
援
護
法
第

一
条
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
日
本
国
内
に
居
住
地
及
び
現
在
地
を
有
し
な
い
も
の
に
対
す
る

援
護
等
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
被
爆
者
援
護
法
第
三
章
の
二
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



二

（被
爆
者
援
護
法
第
三
十
九
条
の
二
第

一
項
関
係
）

２
　
被
爆
者
援
護
法
の
規
定
は
、
被
爆
者
援
護
法
第
三
章
第
二
節

（健
康
管
理
）
及
び
第
五
節

（福
祉
事
業
）
の
規
定
を

除
き
、
被
爆
者
健
康
手
帳
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
あ
っ
て
日
本
国
内
に
居
住
地
及
び
現
在
地
を
有
し
な
い
も

の

（
二
１
及
び
二
６
①
に
お
い
て

「在
外
手
帳
交
付
希
望
者
」
と
い
う
。
）
、
被
爆
者
で
あ
っ
て
日
本
国
内
に
居
住
地

及
び
現
在
地
を
有
し
な
い
も
の

（以
下

「在
外
被
爆
者
」
と
い
う
。
）
並
び
に
在
外
被
爆
者
が
死
亡
し
た
と
き
に
そ
の

葬
祭
を
行
う
者
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
　

　

　

　

　

（被
爆
者
援
護
法
第
三
十
九
条
の
二
第
二
項
関
係
）

二
　
在
外
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
等

１
　
在
外
手
帳
交
付
希
望
者
に
対
す
る
被
爆
者
健
康
手
帳
の
交
付

在
外
手
帳
交
付
希
望
者
に
対
す
る
被
爆
者
健
康
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
事
務
は
厚
生
労
働
大
臣
が
行
う
こ
と
と
し
、

在
外
手
帳
交
付
希
望
者
に
対
す
る
被
爆
者
援
護
法
第
二
条

（被
爆
者
健
康
手
帳
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
必
要
な
読

替
え
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（被
爆
者
援
護
法
第
二
十
九
条
の
三
関
係
）

２
　
在
外
被
爆
者
に
対
す
る
健
康
診
断
及
び
健
康
診
断
費
の
支
給

０
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
在
外
被
爆
者
に
対
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
健
康
診
断
を
行
う
よ
う



に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
当
該
健
康
診
断
を
行

っ
た
場
合
に
は
、
健
康
診
断
に
関
す
る

記
録
の
作
成

・
保
存
及
び
必
要
な
指
導
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
　

（被
爆
者
援
護
法
第
二
十
九
条
の
四
関
係
）

の
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
在
外
被
爆
者
が
０
の
健
康
診
断
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
在
外
被
爆
者
が
外
国
に
お
い
て
０
の
健
康
診
断
以
外
の
健
康
診
断
を
受
け
た
場
合
に

お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
健
康
診
断
費
を
支

給
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（被
爆
者
援
護
法
第
二
十
九
条
の
五
関
係
）

３
　
在
外
被
爆
者
に
対
す
る
原
爆
症
の
認
定

原
爆
症
の
認
定
の
申
請
に
当
た
っ
て
添
付
す
べ
き
医
師
の
意
見
書
に
つ
い
て
、
在
外
被
爆
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
外
国
に
お
い
て
医
師
に
相
当
す
る
資
格
を
有
す
る
者
の
意
見
書
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
在
外
被

爆
者
に
対
す
る
被
爆
者
援
護
法
第
十

一
条

（認
定
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
必
要
な
読
替
え
を
行
う
も
の
と
す
る
こ

と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（被
爆
者
援
護
法
第
三
十
九
条
の
六
関
係
）

４
　
在
外
被
爆
者
に
対
す
る
医
療
費
及
び

一
般
疾
病
医
療
費
の
支
給

０
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
在
外
被
爆
者
が
外
国
の
医
療
機
関
等
か
ら
被
爆
者
援
護
法
第
十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
医

三



療
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
及
び
在
外
被
爆
者
が
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に

よ
り
指
定
医
療
機
関
に
相
当
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
外
国
の
医
療
機
関
等
か
ら
同
項
各
号
に
掲
げ
る
医
療
を
受
け

た
場
合
に
お
い
て
当
該
医
療
が
緊
急
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
同
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
行
わ

れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
在
外
被
爆
者
に
対
し
、
医
療
費
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
在
外
被

爆
者
に
対
す
る
被
爆
者
援
護
法
第
十
七
条

（医
療
費
の
支
給
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
必
要
な
読
替
え
を
行
う
も

の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（被
爆
者
援
護
法
第
三
十
九
条
の
七
第

一
項
関
係
）

の
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
在
外
被
爆
者
が
、　
一
般
疾
病
に
つ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
よ
り
当
該

一
般
疾

病
に
つ
き
必
要
な
医
療
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
外
国
の
医
療
機
関
等
か
ら
医
療
を
受
け
た
と
き

は
、
当
該
在
外
被
爆
者
に
対
し
、
当
該
医
療
に
要
し
た
費
用
の
額
を
限
度
と
し
て
、　
一
般
疾
病
医
療
費
を
支
給
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
在
外
被
爆
者
に
対
す
る
被
爆
者
援
護
法
第
十
八
条

（
一
般
疾
病
医
療
費
の
支
給
）
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
必
要
な
読
替
え
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（被
爆
者
援
護
法
第
三
十
九
条
の
七
第
二
項
関
係
）

５
　
在
外
被
爆
者
に
対
す
る
各
種
手
当
の
支
給
及
び
在
外
被
爆
者
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の
支
給



Ｏ
　
在
外
被
爆
者
に
対
す
る
医
療
特
別
手
当
、
特
別
手
当
、
原
子
爆
弾
小
頭
症
手
当
、
健
康
管
理
手
当
、
保
健
手
当
及

び
介
護
手
当
の
支
給
に
関
す
る
事
務
は
厚
生
労
働
大
臣
が
行
う
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
各
種
手
当
の
支
給
に
係
る

認
定
の
申
請
等
に
当
た
っ
て
添
付
す
べ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書
に
つ
い
て
、
在

外
被
爆
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
外
国
に
お
い
て
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
相
当
す
る
資
格
を
有
す
る
者
の
診

断
書
に
相
当
す
る
書
類
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
在
外
被
爆
者
に
対
す
る
被
爆
者
援
護
法
第
二
十
四
条

か
ら
第
二
十
八
条
ま
で

（医
療
特
別
手
当
、
特
別
手
当
、
原
子
爆
弾
小
頭
症
手
当
、
健
康
管
理
手
当
及
び
保
健
手
当

の
支
給
）
、
第
三
十
条

（届
出
）
及
び
第
三
十

一
条

（介
護
手
当
の
支
給
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
必
要
な
読
替

え
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（被
爆
者
援
護
法
第
三
十
九
条
の
八
第

一
項
関
係
）

②
　
在
外
被
爆
者
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の
支
給
に
関
す
る
事
務
は
厚
生
労
働
大
臣
が
行
う
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、

葬
祭
料
の
支
給
の
申
請
に
当
た
っ
て
添
付
す
べ
き
死
亡
診
断
書
又
は
死
体
検
案
書
に
つ
い
て
、
在
外
被
爆
者
が
死
亡

し
た
と
き
に
そ
の
葬
祭
を
行
う
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
外
国
に
お
い
て
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
に
相
当

す
る
資
格
を
有
す
る
者
の
死
亡
診
断
書
に
相
当
す
る
書
類
又
は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
外
国
に
お
い
て
医
師
に
相

当
す
る
資
格
を
有
す
る
者
の
死
体
検
案
書
に
相
当
す
る
書
類
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
在
外
被
爆
者
が

五



死
亡
し
た
と
き
に
そ
の
葬
祭
を
行
う
者
に
対
す
る
被
爆
者
援
護
法
第
三
十
二
条

（葬
祭
料
の
支
給
）
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
必
要
な
読
替
え
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
　

　

　

（被
爆
者
援
護
法
第
二
十
九
条
の
八
第
二
項
関
係
）

６
　
在
外
被
爆
者
等
が
行
う
各
種
申
請
に
関
す
る
支
援
事
業

国
は
、
外
国
に
医
師
そ
の
他
の
者
を
派
遣
し
て
、
次
に
掲
げ
る
申
請
が
適
正
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た

め
に
必
要
な
便
宜
を
供
与
す
る
事
業
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

①
　
在
外
手
帳
交
付
希
望
者
が
行
う
被
爆
者
健
康
手
帳
の
交
付
の
申
請

②
　
在
外
被
爆
者
が
行
う
健
康
診
断
費
の
支
給
の
申
請

③
　
在
外
被
爆
者
が
行
う
原
爆
症
の
認
定
の
申
請

④
　
在
外
被
爆
者
が
行
う
医
療
費
の
支
給
の
申
請

⑤
　
在
外
被
爆
者
が
行
う

一
般
疾
病
医
療
費
の
支
給
の
申
請

⑥
　
在
外
被
爆
者
が
行
う
医
療
特
別
手
当
の
支
給
に
係
る
認
定
の
申
請

⑦
　
在
外
被
爆
者
が
行
う
特
別
手
当
の
支
給
に
係
る
認
定
の
申
請

③
　
在
外
被
爆
者
が
行
う
原
子
爆
弾
小
頭
症
手
当
の
支
給
に
係
る
認
定
の
申
請



③
　
在
外
被
爆
者
が
行
う
健
康
管
理
手
当
の
支
給
に
係
る
認
定
の
申
請

⑩
　
在
外
被
爆
者
が
行
う
保
健
手
当
の
支
給
に
係
る
認
定
の
申
請

①
　
在
外
被
爆
者
が
行
う
介
護
手
当
の
支
給
の
申
請

②
・
在
外
被
爆
者
が
死
亡
し
た
と
き
に
そ
の
葬
祭
を
行
う
者
で
あ
っ
て
日
本
国
内
に
居
住
地
及
び
現
在
地
を
有
し
な

い
も
の
が
行
う
葬
祭
料
の
支
給
の
申
請

（被
爆
者
援
護
法
第
三
十
九
条
の
九
関
係
）

在
外
被
爆
者
に
つ
い
て
の
保
健
、
医
療
及
び
福
祉
に
関
す
る
事
業

０
　
国
は
、
在
外
被
爆
者
に
つ
い
て
、
そ
の
居
住
地
に
お
け
る
保
健
、
医
療
及
び
福
祉
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を

行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

①
　
在
外
被
爆
者
の
心
身
の
健
康
に
関
す
る
相
談
、
在
外
被
爆
者
の
居
宅
に
お
け
る
日
常
生
活
に
関
す
る
相
談
そ
の

他
在
外
被
爆
者
の
援
護
に
関
す
る
相
談
に
応
ず
る
事
業

②
　
居
宅
に
お
け
る
日
常
生
活
に
関
す
る
支
援
及
び
施
設
へ
の
入
所
に
よ
る
養
護
を
必
要
と
す
る
在
外
被
爆
者
に
対

し
、
必
要
な
援
助
及
び
協
力
を
行
う
事
業

Ｌ



八

在
外
被
爆
者
に
対
す
る
保
健
、
医
療
及
び
福
祉
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
行
う
事
業

在
外
被
爆
者
の
保
健
、
医
療
及
び
福
祉
に
関
す
る
人
材
の
養
成
及
び
施
設
の
整
備
に
つ
い
て
必
要
な
援
助
及
び

協
力
を
行
う
事
業

⑤
・　
①
か
ら
④
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
の
ほ
か
、
在
外
被
爆
者
が
そ
の
居
住
地
に
お
い
て
保
健
、
医
療
及
び
福
祉
に
関

す
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
事
業

の
　
国
は
、
日
本
国
内
に
お
い
て
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
在
外
被
爆
者
に
対
し
、
本

邦

へ
の
旅
行
に
要
す
る
費
用
を
支
給
す
る
事
業
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。（被

爆
者
援
護
法
第
三
十
九
条
の
十
関
係
）

８
　
在
外
被
爆
者
に
対
す
る
健
康
診
断
等
を
円
滑
に
行
う
た
め
の
環
境
の
整
備

国
は
、
２
０
の
健
康
診
断
及
び
こ
れ
に
係
る
指
導
並
び
に
６
及
び
７
の
事
業
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、

外
国
に
医
師
そ
の
他
の
者
を
派
遣
す
る
場
合
に
お
い
て
当
該
派
遣
に
関
し
相
手
国
の
理
解
と
協
力
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
等
必
要
な
環
境
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（被
爆
者
援
護
法
第
三
十
九
条
の
十

一
関
係
）

〓
一　
在
外
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
等
に
要
す
る
費
用
の
支
弁
及
び
負
担

④  ③



被
爆
者
援
護
法
第
五
十

一
条
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
又
は
広
島
市
長
若
し
く
は
長
崎
市

長
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
在
外
被
爆
者
に
対
す
る
各
種
手
当
及
び
在
外
被
爆
者
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
等

の
支
給
に
要
す
る
費
用
並
び
に
在
外
被
爆
者
等
に
係
る
事
務
の
処
理
に
要
す
る
費
用
は
、
当
該
都
道
府
県
又
は
広
島
市
若

し
く
は
長
崎
市
が
支
弁
す
る
も
の
と
し
、
当
該
費
用
を
国
が
交
付
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（被
爆
者
援
護
法
第
四
十
二
条
及
び
第
四
十
三
条
関
係
）

四
　
在
外
被
爆
者
に
対
す
る
健
康
診
断
等
の
実
施
の
事
務
に
従
事
し
た
者
に
係
る
罰
則

二
２
０
の
健
康
診
断
、
こ
れ
に
係
る
指
導
又
は
二
６
若
し
く
は
二
７
０
①
の
事
業
の
実
施
の
事
務
に
従
事
し
た
者
が
、

そ
の
職
務
に
関
し
て
知
り
得
た
人
の
秘
密
を
正
当
な
理
由
が
な
く
漏
ら
し
た
場
合
に
お
け
る
罰
則
を
設
け
、
あ
わ
せ
て
、

日
本
国
外
に
お
い
て
当
該
罪
を
犯
し
た
者
に
も
適
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
　

（被
爆
者
援
護
法
第
五
十
三
条
関
係
）

五
　
二
２

（在
外
被
爆
者
に
対
す
る
健
康
診
断
及
び
健
康
診
断
費
の
支
給
）
の
特
例

原
子
爆
弾
が
投
下
さ
れ
た
際
被
爆
者
援
護
法
第

一
条
第

一
号
に
規
定
す
る
区
域
に
隣
接
す
る
政
令
で
定
め
る
区
域
内
に

在

っ
た
者
又
は
そ
の
当
時
そ
の
者
の
胎
児
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
健
康
診
断
受
診
者
証
の
交
付
を
受
け
た
も
の

（日
本
国

内
に
居
住
地
及
び
現
在
地
を
有
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）
は
、
当
分
の
間
、
二
２

（在
外
被
爆
者
に
対
す
る
健
康
診
断
及

九



一
●

び
健
康
診
断
費
の
支
給
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
在
外
被
爆
者
と
み
な
す
も
の
と
す
る
ほ
か
、
健
康
診
断
受
診
者
証
の
交

付
の
申
請
に
つ
い
て
の
規
定
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
（被
爆
者
援
護
法
附
則
第
十
七
条
関
係
）

エハ
　
そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三
　
施
行
期
日
等

一　

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（附
則
第

一
条
関
係
）

一
一　
経
過
措
置

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
被
爆
者
援
護
法
に
よ
る
在
外
被
爆
者
に
係
る
医
療
費
及
び

一
般
疾
病
医
療
費
の
支
給
に
係

る
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後
に
在
外
被
爆
者
が
受
け
る
医
療
に
つ
い
て
適
用
す
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要

な
経
過
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（附
則
第
二
条
関
係
）

〓
一　
関
係
法
律
の
改
正

関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（附
則
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
関
係
）


